日吉津村広聴活動実施要綱の解説

（目的）

第１条　この要綱は、日吉津村自治基本条例（平成２０年日吉津村条例第２２号。「以下「条例」という。）第１５条第３項の規定に基づき、村に出された意見に適切に対応するため必要な事項を定めるものとする。
【解説】

日吉津村自治基本条例により、村政に関する村民の意見を積極的に把握し、適切に村政に反映するよう努めなければなりないと定められたため、その実施について必要な事項を定めます。

（定義）

第２条　この要綱において村民とは、次に揚げるものをいう。

（1） 村内に住所を有する者

（2） 村内で働く者、学ぶ者、活動する者並びに村内に土地又は家屋を有する者

（3） 村内に事業所を有する人及び営利法人、村内に事務所又は活動拠点を有する営利を目的としない組織及び団体

【解説】

日吉津村自治基本条例では、村政に関する村民の意見を積極的に把握し、適切に村政に反映するよう努めなければならないこととしていますので、意見を提出できる者の範囲を村民とします。

（意見書の提出）

第３条　村民は、村政に対する意見がある場合には、意見書を役場総務課に提出することができる。

２　前項の規定により、意見書を提出する者（以下「提出者」という。）は、氏名、住所、連絡先、村民に該当する事項を記載するものとする。

３　第１項の規定による意見書の提出は、文書（電子文書を含む。）によるものとし、次に掲げる方法により行うものとする。

（1） 書面の持参

（2） 郵便

（3） 電子メール

（4） ファクシミリ

【解説】

　意見書を提出することができる範囲を村民としています。また、提出された意見書の趣旨が不明等の場合に連絡確認を行うため、住所、氏名、連絡先の明記を義務付けています。より多くの意見をいただくため、可能な限り多様な方法で提出を受け付けます。ただし、記録性の確保の観点から、原則として文書（電子文書を含む。）とします。

（個人情報の保護）

第４条　前条の規定により提出された意見書のうち個人情報に関するものは、日吉津村個人情報保護条例（平成１３年日吉津村条例第２号）の趣旨により適正に取り扱うものとする。

【解説】

　日吉津村個人情報保護条例に基づき、意見書の提出の際に求めた個人情報及び意見書の内容に含まれる個人情報を保護します。

（回答方法等）

第５条　村民への回答は、回答書（様式第１号）により、受理日から２０勤務日以内に、郵送で文書回答するものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、１０勤務日以内に限り延長することができる。この場合において、提出者に対し、あらかじめ、回答が遅れる理由を電話または文書にて連絡するものとする。

【解説】

　村民の意見については、速やかに回答することを原則としていますが、回答する期限及び延長可能な期限を定めています。

（回答書等の取扱い）

第６条　村民から提出された意見書並びに村の回答書の内容は、次のとおり公表するものとする。ただし、意見書の内容は、要約して公表するものとし、提出者の氏名、住所、連絡先などは公表しないものとする。

（１）村公式ホームページ

（２）その他村長が必要と認める方法

【解説】

　提出された意見は要約し、併せて回答書の内容を公表します。ただし、個人が特定できるような情報（氏名、住所、連絡先など）については公表しません。

（各執行機関等での取扱い）

第７条　村長は、広聴活動の実施について、この要綱に準じた運用を教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会に求めるものとする。　

　

【解説】

　日吉津村自治基本条例第１５条第３項で、村（村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会）は、村政に関する村民の意見を積極的に把握し、適切に村政に反映するよう努めなければならないと規定されています。村長以外の執行機関についても、同等の手続きがなされるよう求めます。
（庶務）

第８条　この要綱に基づく事務処理は、総務課で行なうものとする。

（その他）

第９条　この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

附　則

（施行期日）

　この要綱は平成２３年９月１日から施行する。

  この要綱は令和４年１０月１日から施行する。

附則（令和７年要綱第３１号）

　この要綱は令和７年１０月２０日から施行する。

